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は し が き

　土地家屋調査士試験のハイレベルな過去問を理解することは合格
のための必須の条件ですが、過去問題集の解説は直接正解の根拠と
なることしか記述されていないため、時間をかけて取り組んでも、
単に正誤を覚えるだけに止まり、本試験では高得点を取ることがで
きない受験生が多いのが実状です（過去問と全く同じ問題は出題さ
れません）。これは、過去問題集の解説には記述されていない正解
を導くまでのプロセスが理解されていないことが原因であると考え
ます。しかし、ハイレベルな過去問について、そのプロセスをも理
解するためには、過去問題集の解説のほかに、正確な表現と高い技
術をもって行われる講義を受け、また、他の複数の教材にも取り組
まなければならず、大変な時間を費やすことになります。そこで本
書では、過去問の中から重要、かつ、ハイレベルな問題を選び、そ
の正解を導くまでのプロセスにおける法令や先例を順次 Q
（question）＆ A（answer）方式で解説をすることとし、そのＱ＆
Ａについては、特に、理解していく順序を重要視して並べています。
したがって、そのＱ＆Ａを繰り返し読むことで、ハイレベルな過去
問が本書だけで理解できるようになっています。なお、本書で示す
法令と先例につきましては、六法を使い精読することで、より理解
が深まることでしょう。
　最後に、本書を利用されるすべての受験生が、本試験において遺
憾なく実力を発揮し、合格を果たされることを祈念いたします。ま
た、本書を発刊してくださる東京法経学院の皆様に心から感謝申し
上げます。

東京法経学院専任講師　内堀　博夫
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本書の使い方

　本書のコンセプト（発想による基本的考え）は、「苦労をせずに
ハイレベルな過去問を理解する。」ということですので、持ち運び
に便利なサイズで製本されています。ご自宅のみならず、電車内等
でも気軽に読んでほしいと思います。また、本書を使用するにあ
たって大切なことは、Q＆ Aを繰り返し読むということです。Ｑ
（question）を読んで、Ａ（answer）に書かれていることを大体思
い出すことができるようになればＯＫです。
　過去問題集を利用する際は、正誤を覚えるための記憶力しか用い
ないことが多いのに対し、Q＆A方式の学習は、Ｑ（問い）に対
する思考力と表現力を高め、ハイレベルな択一式問題対策になるほ
か、記述式の論述問題対策にもなると信じます。



6

1 ．法令名等の略記について
（1）不動産表示登記関係
・不動産登記法→「法」　　　　・不動産登記事務取扱手続準則→「準則」
・不動産登記令→「令」　　　　・建物の区分所有等に関する法律→「区分法」
・不動産登記規則→「規則」　　・登録免許税法→「登免税法」

（2）土地家屋調査士法関係
・土地家屋調査士法→「法」
・土地家屋調査士法施行規則→「規則」

2 ．判例及び先例の略記について
・平成 28 年 12 月 19 日最高裁判所判決→「最判平成 28・12・19」
・平成 29 年 4 月 17 日付け法務省民二第 292 号法務省民事局長通達→「平成
29・4・17 民二 292 号通達」
※　先例の日付・番号等は、「土地家屋調査士六法」（本学院刊）によるものと
する。

3 ．参考図書の紹介
①　「表示登記教材　地目認定（改訂版）」
②　「表示登記教材　建物認定（3訂版）」
（注）①は、平成 25 年 9 月発行の最新版（本体 2,858 円＋税、送料実費）です。

②は、平成 27 年 12 月に発行された最新版（本体 3,810 ＋税、送料実費）で
す。

〈上記図書購入先〉
 〒 101－0047
 東京都千代田区内神田 1－13－7
 　　　　　四国ビル 7Ｆ
 　　　一般財団法人民事法務協会　管理部
 　　　TEL03（3295）5048　FAX03（3295）5058
　※一般書店では販売しておりませんので、ご注意ください。
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1．土地の境界� （平成23年度第9問イ）

問題　下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲（以下
本問において「所有権界」という。）又は筆界に関する次のアか
らオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つ
あるか。
　　　　〔図〕

イ甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれも a－ bである
場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Ｂがとも
に所有権界及び筆界を c － d と認識したまま、その後Aが
abdca で囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地
との所有権界及び筆界は、c－ dとなる。

（平成 23 年度第 9問イ）

Ｑ：境界にはいろいろな種類があるが、土地家屋調査士試験の受験
生として理解しておくべき境界は何か。また、それぞれの境界に
ついて説明してほしい。
Ａ：「所有権の境界」、「占有界」及び「筆界」の 3種類の境界につ
いて理解しておくとよい。まず、「所有権の境界」（「所有権界」
ともいうが、本稿では、法 135 条 2 項の用語を用いることとす
る。）とは、土地の所有権の及ぶ範囲を区画する線をいう。すな
わち、「私が所有する土地はここまで。」と示す線をいう。次に、
「占有界」とは、土地を占有している（事実上支配している）範
囲を区画する線をいう。例えば、問題の図のｃ－ｄの線上に塀が

8 
 

「10 番の土地」は分筆により「10 番の土地」と「10 番 2 の土地」になり，
分筆後の「10 番 2 の土地」については要役地地役権の登記は転写されず，要
役地として存続する土地は「10 番の土地」のままであり，分筆前と変更がな
いので，承役地について地役権の変更の登記を申請することを要しないとい

うことになる。 
正解  正しい。 

 
問題 下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲（以下本問において

「所有権界」という。）又は筆界に関する次のアからオまでの記述のうち，判

例の趣旨に照らし正しいものは，幾つあるか。  
       〔図〕 
               a  c 

 
甲土地  

  
乙土地  
 

               b  d 
 
イ甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれも a－bである場合において，
甲土地の所有者 A と乙土地の所有者Ｂがともに所有権界及び筆界を c－d と
認識したまま，その後 A が abdca で囲まれた土地を時効取得したときは，甲
土地と乙土地との所有権界及び筆界は，c―d となる。（平成 23 年度第 9 問イ） 

Q：境界にはいろいろな種類があるが，土地家屋調査士試験の受験生として理
解しておくべき境界は何か。また，それぞれの境界について説明してほしい。  

Ａ：「所有権の境界」，「占有界」及び「筆界」の 3 種類の境界について理解し
くとよい。まず，「所有権の境界」（「所有権界」ともいうが，本稿では，法

135 条 2 項の用語を用いることとする。）とは，土地の所有権の範囲を区画す
る線をいう。すなわち，「私が所有する土地はここまで。」と示す線をいう。

次に，「占有界」とは，土地を占有している（事実上支配している）範囲を区

画する線をいう。例えば，問題の図のｃ―ｄの線上に塀が築造され，その西

側を甲土地の所有者が利用していれば，ｃ―ｄの線が占有界ということにな

る。つまり，占有することのできる権利（所有権，地上権，賃借権等）の有

無を問わずに発生する境界が占有界である。そして，「筆界」とは，登記簿上

一筆の土地として登記されている土地の範囲を区画する線をいう。なお，不
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築造され、その西側を甲土地の所有者が利用していれば、ｃ－ｄ
の線が占有界ということになる。つまり、占有することのできる
権利（所有権、地上権、賃借権等）の有無を問わずに発生する境
界が占有界である。そして、「筆界」とは、登記簿上一筆の土地
として登記されている土地の範囲を区画する線をいう。なお、不
動産登記法第 6章「筆界特定」では、「筆界とは、表題登記があ
る一筆の土地とこれに隣接する他の土地（表題登記がない土地を
含む。）との間において、当該一筆の土地が登記された時にその
境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をい
う。」と定義している（法 123 条 1 号）。
Advice：筆界特定制度における「筆界」の定義を覚えられたい。
Ｑ：筆界はどのような性質を有しているのか。
Ａ：筆界は創設された時に位置が固定され、当事者間（隣接地所有
者間）で決めたり変えたりすることができない線であると考えら
れている。判例も筆界は客観的に固有する（もとからある）もの
であって、相隣接する土地の所有者間において一筆の土地の範囲
を定めた事実があっても、これによってその一筆の土地の範囲自
体は変動しないとしている（最判昭和 31・12・28、同昭和 42・
12・26）。なお、筆界は明治時代に行われた地租〈注〉改正事業
によって創設されたと解されており（これを「原始的筆界」とい
う。）、その後は、分筆の登記や土地区画整理事業の換地処分によ
る土地の登記等によって新たな筆界が創設されている（これを
「後発的筆界」という。）。
〈注〉地租：土地に対して課する収益税。田・畑・宅地・山林その
他から生ずる収益に課した税で、1873 年（明治 6年）の地租改正
条例以来重要な国税の一つであったが、1947 年に府県税とされた
後、1950 年に廃止され、以後固定資産税に組み入れられた。
Ｑ：では、所有権の境界も同じような性質があるのか。
Ａ：判例は、「・・・当事者間に争いがある場合に、双方の土地所
有権の限界（所有権の境界）について当事者が合意することは何


